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令和２年度第２１回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和３年２月８日 

                    担当部・課：産業部商工課〔内線３５２６〕 

① 件  名 

第３期石巻市中心市街地活性化基本計画掲載事業の一部変更について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

  本市では現在、令和２年３月に内閣総理大臣の認定を受けた第３期中心市街地活性化基本計画（計

画期間：令和２年４月～令和７年３月）に基づき、中心市街地における都市機能の回復及び更なる

活性化を目指している。 

【目的】 

本計画掲載事業の進捗状況等に合わせて、記載内容を変更し、内閣総理大臣の認定を受けるもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号） 

 

〔震災復興基本計画との整合性 基本計画の位置付け：有・無〕 

石巻市震災復興基本計画実施計画 

 施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

２ 川とともに生きる 

（１）中心市街地商店街の復旧・復興 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和２年 ３月 第３期石巻市中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣認定 

１１月 変更について内閣府地方創生推進事務局と事前相談 

令和３年 １月 変更の内容について石巻市中心市街地活性化協議会から意見聴取 

⑤ 主な内容 

以下の内容について記載を変更するもの。なお、計画の基本的事項（計画期間、コンセプト、基本

方針、目標指標等）に関する変更は行わない。 

 

１ 主な変更点 

(1) 支援措置の追加 

  ・橋通り道路改良工事 

    支援措置「復興交付金（被災市街地土地区画整理事業・効果促進事業）」の追加 

(2) 削除 

  ・商店街等プレミアム付き商品券発行事業 

新型コロナウイルス感染拡大の影響に対応した経済対策を目的に、同様の事業が今後も実施

される見込みであり、市域全体が厳しい経済状況にある中で、中活区域に限定した上乗せ事業

を実施できる状況に無いため 

(3) 新規追加 

 ・ストレスを抱える女性の自己回復力向上のための人材育成事業 

   ストレスをケアする手法を地域で提供できる人材の育成やネットワークの構築 

（実施主体：石巻復興支援ネットワーク） 

 

２ その他の変更点 

事業の進捗に合わせた記載内容の調整や、事業及び支援措置の実施時期の修正などによる軽微

な変更 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

事業の進捗状況に合わせた記載内容に変更することにより、市民に対する正確な情報発信が図ら

れる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和３年２月中旬 内閣総理大臣変更認定申請 

３月下旬 内閣総理大臣変更認定予定 

⑨ その他 

石巻市中心市街地活性化協議会の事務局は、石巻商工会議所が担っている。 


